
◎ 東日本旅客鉄道株式会社BRT ICカード乗車券取扱規則の一部改正 

東日本旅客鉄道株式会社 BRT ICカード乗車券取扱規則の一部を次のように改正し、2020年 4月 1日から施行する。 

 

 

改正前 改正後 

（略） 

 

別表第１号（第 22条）ICカード乗車券取扱区間 

線 区 区 間 

気仙沼線 前谷地・気仙沼間 

※前谷地・柳津間は定期乗車券を除く。 

 

別表第２号（第 22条）ICカード乗車券取扱区間 

線 区 区 間 

大船渡線 気仙沼・盛間（上鹿折駅発着となる場合を除く） 
 

（略） 

 

別表第１号（第 22条）ICカード乗車券取扱区間 

線 区 区 間 

気仙沼線 

気仙沼線 BRT 

前谷地・柳津間（定期乗車券を除く。） 

柳津・気仙沼間 

 

別表第２号（第 22条）ICカード乗車券取扱区間 

線 区 区 間 

大船渡線 BRT 気仙沼・盛間（上鹿折駅発着となる場合を除く） 
 


